
平成22年５月１日 か ま く ら 議 会 だ よ り 第２０９号　　（２）

一般質問とは、市の一般事務や市が抱える課題等について市
長などにただすもので、
２月定例会では５人の議員が一般質問を行いました。
ここでは広報委員会で抜粋し、事項別に整理した一部の内容
を掲載しています。

一般質問の全文は、５月中旬作成予定の本会議録を
図書館や鎌倉市議会ホームページ内「会議録検索シ
ステム」でご覧ください。

渡辺　　隆……「行財政改革について」「街づくりについて」
中澤　克之……「観光防災について」「街づくりについて」
山田　直人……「各級計画等の相互関連について」「総合的な仕組み構築について」
千　　　一……「�段葛と八幡宮について」「市長も車イスに乗って」「今の選挙制度と呼びかけについ

て」「砂浜の多目的トイレについて」
松中　健治……「�市長の政治姿勢」○選挙前との政策、支援　○選挙後との政策、支援　○与党的と

野党的政治対応　○推薦団体、推薦人、支援団体、支援者、支持者、支援議員及び
政治家、政党　○政策（マニフェスト、チラシ、新聞記事等）　主張と変更○議会
と市長（行政）　二元代表制等　○当選・市長就任３ケ月後の行動、発言、感想　（以
上総合的見解）

一般
質問

行
財
政
改
革
に
つ
い
て

ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て

　

行
財
政
改
革
に
つ
い
て
、
次
の

よ
う
な
視
点
か
ら
質
問
が
行
わ
れ

ま
し
た
。

【
事
務
事
業
の
統
廃
合
に
つ
い
て
】

質�

問
…
※
事
務
事
業
評
価
に
よ
る

事
業
の
統
廃
合
の
状
況
は
ど
う

な
っ
て
い
る
か
。

部�

長
…
事
務
事
業
評
価
で
は
、
い

く
つ
か
の
個
別
事
業
を
ま
と
め

た
中
事
業
と
い
う
単
位
を
設

け
、
毎
年
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル

に
よ
る
評
価
を
続
け
て
い
る

が
、
二
十
一
年
度
の
評
価
の
結

果
で
は
、
事
業
の
統
合
・
縮
小
・

廃
止・休
止
の
対
象
と
し
て
は
、

全
体
で
十
一
事
業
が
ピ
ッ
ク

ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
結

果
に
対
し
、予
算
編
成
の
中
で
、

統
合
・
縮
小
等
に
お
い
て
一
定

の
見
直
し
を
図
る
方
向
で
進
め

て
い
る
。

質�

問
…
い
ろ
い
ろ
な
事
業
が
積
み

重
な
っ
た
も
の
が
中
事
業
に
な

る
と
い
う
意
味
で
、
個
別
事
業

の
絞
り
込
み
に
つ
い
て
は
い
か

が
か
。

部�

長
…
二
十
一
年
度
の
評
価
で

は
、
個
別
事
業
評
価
単
位
で
、

今
後
続
け
て
い
く
必
要
性
が
な

い
と
判
断
し
た
も
の
が
五
事
業

あ
り
、
い
ず
れ
も
終
了
も
し
く

は
廃
止
と
し
た
い
と
考
え
て
い

る
。

【
事
務
事
業
評
価
と
予
算･
決
算

等
と
の
関
連
に
つ
い
て
】

質�

問
…
事
務
事
業
評
価
と
予
算
・

決
算
と
の
関
連
づ
け
に
つ
い
て

聞
き
た
い
。

部�

長
…
事
務
事
業
評
価
は
毎
年
度

の
決
算
値
を
も
と
に
評
価
し
て

い
く
わ
け
で
、
相
互
に
リ
ン
ク

す
る
関
係
と
位
置
づ
け
て
い

る
。
同
時
に
、
評
価
結
果
に
つ

い
て
、
予
算
の
中
で
そ
れ
を
反

映
す
る
こ
と
が
一
番
大
事
で
あ

る
と
考
え
て
い
る
。

質�

問
…
人
事
評
価
と
の
関
係
に
つ

い
て
は
ど
の
よ
う
な
関
係
を
構

築
す
べ
き
と
考
え
る
か
。

部�

長
…
直
接
結
び
つ
か
な
い
面
も

あ
る
か
と
思
う
が
、
事
務
事
業

評
価
の
方
針
に
従
い
、
成
果
を

上
げ
た
職
員
に
対
し
、
そ
の
貢

献
度
に
見
合
っ
た
処
遇
を
し
て

い
く
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
現

在
、新
人
事
評
価
制
度
の
も
と
、

部
次
長
に
対
す
る
実
績
評
価
を

試
行
中
で
あ
る
が
、
そ
の
結
果

の
検
証
を
踏
ま
え
て
、
こ
れ
か

ら
も
両
者
の
関
連
性
に
つ
い
て

検
討
し
て
い
き
た
い
。

質�

問
…
今
後
、
事
務
事
業
評
価
等

と
予
算
・
決
算
、
人
事
評
価
と

の
関
係
を
整
理
・
統
合
し
て
い

く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

市�

長
…
ま
ず
は
、
現
在
取
り
組
ん

で
い
る
評
価
の
充
実
を
図
る
中

で
、
事
務
事
業
評
価
と
予
算
・

決
算
の
連
携
を
充
実
さ
せ
る
仕

組
み
を
進
め
て
い
き
た
い
。
将

来
的
に
は
、
人
事
評
価
な
ど
他

の
仕
組
み
と
の
連
携
を
含
め
た

総
合
的
な
評
価
シ
ス
テ
ム
の
構

築
も
考
え
て
い
き
た
い
。

�

（
総
務
部
、
経
営
企
画
部
）

　

ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て
、
次
の

よ
う
な
視
点
か
ら
質
問
が
行
わ
れ

ま
し
た
。

【
緑
地
保
全
】

質�

問
…
開
発
に
つ
い
て
市
民
の
反

対
運
動
が
盛
り
上
が
る
と
、
議

会
等
に
陳
情
が
出
さ
れ
、
議
会

も
願
意
を
認
め
て
し
ま
う
よ
う

な
状
況
で
、
市
が
用
地
を
買
わ

な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ

と
が
続
い
て
い
る
。
特
に
緑
保

全
に
つ
い
て
は
、
※
緑
の
基
本

計
画
の
中
で
着
々
と
進
め
て
い

る
が
、
そ
れ
以
外
の
も
の
は
資

金
計
画
に
入
っ
て
い
な
い
の
で

捻
出
す
る
の
は
難
し
い
。
広
町

緑
地
買
収
で
は
、
鎌
倉
み
ど
り

債
と
ミ
ニ
市
場
公
募
債
を
発
行

し
た
と
思
う
が
、
こ
の
よ
う
な

手
法
は
考
え
ら
れ
な
い
か
。

部�

長
…
平
成
十
五
年
に
二
十
億

円
、
鎌
倉
み
ど
り
債
を
発
行
し

た
効
果
と
し
て
、
地
方
債
の
資

金
調
達
手
法
の
多
様
化
の
促
進

と
と
も
に
、
市
民
の
方
々
の
市

政
に
対
す
る
参
加
意
識
の
高
揚

を
図
る
こ
と
も
で
き
た
。一
方
、

発
行
に
当
た
り
、
手
数
料
、
事

務
経
費
等
が
相
当
発
生
し
た
の

も
事
実
で
、
従
来
か
ら
行
っ
て

い
る
政
府
、
民
間
金
融
機
関
の

資
金
を
活
用
し
た
地
方
債
と
、

み
ど
り
債
の
よ
う
な
公
募
債
と

ど
ち
ら
が
有
利
か
慎
重
に
検
討

し
な
が
ら
判
断
し
て
い
き
た
い
。

�

（
総
務
部
）

【
鎌
倉
東
地
域
の
ま
ち
づ
く
り
】

質�

問
…
朝
比
奈
イ
ン
タ
ー
に
向
か

う
と
こ
ろ
ま
で
の
十
二
所
地
域

の
渋
滞
対
策
に
つ
い
て
、
観
光

客
の
方
に
来
て
い
た
だ
く
こ
と

は
観
光
都
市
と
し
て
の
鎌
倉
に

と
っ
て
は
大
切
で
あ
る
が
、
一

方
で
、
生
活
す
る
人
に
と
っ
て

は
渋
滞
を
何
と
か
し
て
ほ
し
い

と
い
う
希
望
も
あ
り
、
今
後
ど

の
よ
う
に
し
て
い
く
か
。

部�

長
…
古
く
か
ら
の
町
並
み
が
形

成
さ
れ
て
い
る
本
市
で
は
、
交

通
施
設
整
備
が
難
し
い
こ
と
か

ら
、
既
存
の
交
通
施
設
を
有
効

に
活
用
し
た
交
通
需
要
管
理
施

策
を
主
体
に
、
地
域
交
通
計
画

を
策
定
し
、
パ
ー
ク
ア
ン
ド
バ

ス
ラ
イ
ド
、
パ
ー
ク
ア
ン
ド

レ
ー
ル
ラ
イ
ド
、
シ
ャ
ト
ル
バ

ス
、
バ
ス
優
先
レ
ー
ン
、
鎌
倉

フ
リ
ー
環
境
手
形
の
五
つ
の
施

策
を
実
施
し
て
き
た
が
、
交
通

渋
滞
の
解
消
に
は
至
っ
て
い
な

い
。
今
後
は
、
平
成
二
十
四
年

度
に
予
定
し
て
い
る
交
通
マ
ス

タ
ー
プ
ラ
ン
の
改
訂
に
合
わ
せ

て
鎌
倉
地
域
地
区
交
通
計
画
の

見
直
し
を
行
い
、
交
通
渋
滞
の

解
消
を
検
討
し
て
い
く
。

�

（
都
市
整
備
部
）

※
印
の
用
語
に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。

緑
の
基
本
計
画

　

緑
の
保
全・
創
出
を
目
的
に
、

平
成
八
年
に
策
定
さ
れ
た
計

画
。
平
成
十
八
年
度
改
訂
で
は

「
緑
地
の
確
保
」「
緑
の
質
の
充

実
」「
緑
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

形
成
」
の
三
点
を
重
点
施
策
と

し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。

事
務
事
業
評
価

　

市
が
行
う
事
務
及
び
事
業
に

つ
い
て
、
内
部
評
価
及
び
専
門

家
と
市
民
で
構
成
す
る
鎌
倉
市

民
評
価
委
員
会
に
よ
る
外
部
評

価
の
両
面
か
ら
行
政
評
価
す
る

も
の
で
、
事
務
・
事
業
の
妥
当

性
、
有
効
性
、
効
率
性
等
を
評

価
し
て
事
務
改
善
を
図
る
こ
と

に
よ
り
市
民
サ
ー
ビ
ス
を
向
上

さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
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用
語
の
解
説

◆
鎌
倉
市
立
小
坂
小
学
校
学
童
保

育
に
つ
い
て
の
陳
情

　

陳
情
の
要
旨
は
、
小
坂
小
学
校

児
童
の
現
在
の
学
童
保
育
所
は
、

学
区
外
の
大
船
第
二
子
ど
も
会
館

で
あ
り
、
放
課
後
に
児
童
が
そ
こ

ま
で
往
復
す
る
に
は
、
距
離
的
、

時
間
的
、
安
全
性
及
び
利
便
性
の

面
か
ら
多
く
の
課
題
が
あ
る
た

め
、
例
え
ば
、
学
区
内
に
あ
る
市

の
施
設
で
あ
る
レ
イ
・
ウ
ェ
ル
鎌

倉
の
有
効
活
用
を
図
る
こ
と
や
、

小
坂
小
学
校
近
辺
の
他
の
適
切
な

施
設
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、

課
題
を
解
決
で
き
る
も
の
と
考

え
、
市
当
局
及
び
市
議
会
に
お
け

る
早
急
な
検
討
を
求
め
る
と
い
う

も
の
で
す
。

　

観
光
厚
生
常
任
委
員
会
で
は
、

陳
情
の
要
旨
及
び
お
お
ふ
な
第
二

子
ど
も
の
家
の
移
設
整
備
に
関
し

て
、
小
学
校
近
隣
地
へ
の
移
設
を

実
現
す
る
べ
く
、
事
業
計
画
を
検

討
し
て
い
く
と
い
う
市
の
考
え
方

を
踏
ま
え
、
慎
重
に
審
議
し
た
結

果
、
子
供
た
ち
の
育
ち
に
と
っ
て

大
事
で
あ
る
学
童
保
育
に
つ
い
て

は
、
全
市
的
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
課

題
が
あ
る
中
で
、
多
様
な
手
段
を

講
じ
な
が
ら
、
レ
イ
・
ウ
ェ
ル
鎌

倉
に
限
る
こ
と
な
く
、
他
の
候
補

地
に
つ
い
て
も
早
急
に
検
討
を
進

め
、
見
定
め
て
い
く
べ
き
と
の
理

由
か
ら
、総
員
の
賛
成
で
採
択
し
、

本
会
議
に
お
い
て
も
総
員
の
賛
成

に
よ
り
採
択
し
ま
し
た
。

陳情の
議決結果　近年、国民の食生活をめぐる環境は大きく変化し、栄養

の偏りや不規則な食事、肥満や生活習慣病の増加、食の安
全などさまざまな問題が生じており、食育を推進すること
が喫緊の課題となっている。このため、平成17年７月に食
育基本法が施行され、平成18年３月には政府の食育推進基
本計画が策定された。
　子供たちが健全な食生活を実践することは、健康で豊か
な人間性をはぐくむ基礎となるほか、我が国が活力と魅力
にあふれた国として発展し続けていく上でも重要である。
　今後、子供たちに対する食育を推進するためには、学校
において校長、教員が一体となって給食の時間、特別活動、
各教科等において食に関する指導を行うとともに、学校給
食の食材として積極的に地場産物を活用し、子供たちに地
域の農林漁業や食べ物の大切さを教えていくことが望まれ
る。そのためには、教員としての資質能力と栄養に関する
専門知識を持った栄養教諭が中心となり、各学校での全体
的な指導計画の作成、教職員や家庭、地域との連携・調整、
各教科等での指導への参画などに取り組むことが不可欠で
ある。
　国の食育推進基本計画において、栄養教諭を「各学校に
おける指導体制の要として、食育を推進していく上で不可
欠な教員」とするとともに、「全都道府県における早期の
配置が必要である」「栄養教諭免許状を取得した学校栄養
職員の栄養教諭への移行を促進する」と掲げ、最重要の取
り組みと位置づけている。
　よって、神奈川県におかれては、栄養教諭免許状を取得
した学校栄養職員の栄養教諭への円滑な移行に向けた取り
組みを進められるなど、栄養教諭の一層の配置を促進され

るよう強く要望する。
　以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
　　　平成22年３月10日
� 鎌　　倉　　市　　議　　会

栄養教諭の配置促進を求めることに関する意見書

可決した意見書 議会は、地方自治法第99条の規定に基づき、地方公共団体の公益に関すること
について、意見書を国会または関係行政庁に提出することができます。今定例
会では次の意見書を可決し、鎌倉市議会として関係機関に送付しました。

　携帯電話の急速な普及に伴い、携帯電話基地局が乱立を
し、住民への健康被害を懸念する声が高まっています。
　また、携帯電話に限らず、送電線や家電製品などからも
低周波の電磁波が発せられており、健康への影響があると
不安が広がっています。ＷＨＯは2007年に、超低周波電磁
波を３～４ミリガウスでも長期間被曝することで、小児白
血病の発症率が高くなることを認めました。ＥＵ諸国では、
独自に基準値を引き下げるなど厳しい措置をとっています。
　ところが日本では、1,000ミリガウスと高い値です。規
制が緩い中、2010年にどこでもだれでも簡単に情報通信
ネットワークにアクセスできるユビキタスネット社会を確
立しようとしています。
　こういった中、政府は、電磁波の危険性や健康被害との
因果関係を十分に調査しておらず、縦横無尽に発する電磁
波の影響について懸念を抱く市民はふえるばかりです。政
府におかれては、市民が安心して暮らせるまちづくりのた
めに、電磁波の健康被害について全国的な疫学調査を実施
し、諸外国並みに基準値を設定することを求めます。
　以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
　　　平成22年３月25日
� 鎌　　倉　　市　　議　　会

電磁波の健康被害についての対策を
国に求めることに関する意見書


